
東北運輸局プレスリリース 《発表記者会：東北電力記者会》

《 〃 ：宮城県政記者会》

令 和 元 年 ５ 月 ９ 日

国土交通省 東北運輸局

東北運輸局管内の一般乗用旅客自動車運送
事業者に対して行政処分等を行いました。

東北運輸局管内の各運輸支局が監査を実施した一般乗用旅客自動車運送事業者

のうち、道路運送法及び関係法令に違反している事実が認められた事業者に対し、

平成３１年３月は１０件の行政処分等を行いましたのでお知らせします。

なお、詳細は別紙のとおりで、下記の事項を記載しております。

記

１ 行政処分等の年月日

２ 事業者の氏名又は名称（法人番号、代表者名）

３ 事業者の所在地

４ 営業所の名称

５ 営業所の所在地

６ 行政処分等の内容

７ 主な違反の条項

８ 違反行為の概要

《問い合わせ先》

東北運輸局 自動車交通部 自動車監査官

担当：山口、小松

℡：０２２－７９１－７５３２



（別紙）

平成３１年３月分

番
号

行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地
行政処分等
の内容

主な違反の条項 違反行為の概要

1

平成３１年３月１１日 有限会社玉造観光タクシー
（法人番号６３７０２０２００３２３８）
代表者　遠藤　孝次

宮城県大崎市
岩出山字通丁２
９番地１号

本社営業所 宮城県大崎市
岩出山字通丁２
９番地１号

輸送施設の
使用停止
（４０日車）

道路運送法
第２７条第３項、
第３０条第２項

平成３０年６月２９日、監査を実施した結果、4件の違反が認められた。
（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第３８条第１項）、
（２）高齢運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第３８条第２項）、
（３）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、
（４）社会保険等加入義務違反（道路運送法第３０条第２項）

2

平成３１年３月１２日 株式会社北斗タクシー
（法人番号４４２０００１０１２４７７）
代表者　杉山　雄吾

青森県むつ市
金曲一丁目１１
－８

本社営業所 青森県むつ市
金曲一丁目１１
－８

文書警告 道路運送法
第２７条第３項

平成２９年９月２７日、監査を実施した結果、4件の違反が認められた。
（１）苦情処理の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第３条第２項）、
（２）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第３７条第１項）、
（３）高齢運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第３８条第２項）、
（４）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

3

平成３１年３月１２日 有限会社大江タクシー
（法人番号８４２０００２００８６９３）
代表者　大江　大樹

青森県三戸郡
階上町大字道仏
字耳ヶ吠３１番
地６号

本社営業所 青森県三戸郡
階上町大字道仏
字耳ヶ吠３１番
地６号

文書警告 道路運送法
第２７条第３項

平成２９年１０月２４日、監査を実施した結果、6件の違反が認められた。
（１）苦情処理の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第３条第２項）、
（２）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項、第２項）、
（３）点呼の記録義務違反（運輸規則第２４条第５項）、
（４）乗務等の記録義務違反（運輸規則第２５条第３項）、
（５）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）、
（６）初任及び高齢運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第３８条第２
項）

4

平成３１年３月２０日 株式会社杜の都交通
（法人番号５３７０００１０１４６６８）
代表者　高橋　昭

宮城県仙台市太
白区山田本町８
－３１

本社営業所 宮城県仙台市太
白区山田本町８
－３１

輸送施設の
使用停止
（１０日車）

道路運送法
第２７条第３項

平成３０年１１月３０日、監査を実施した結果、１件の違反が認められた。
（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８
条第１項）

5

平成３１年３月２７日 有限会社振興タクシー
（法人番号５３７０００２００７６４６）
代表者　伊藤　直喜

宮城県仙台市宮
城野区扇町３丁
目４番地２４号

本社営業所 宮城県仙台市宮
城野区扇町３丁
目４番地２４号

文書警告 道路運送法
第２７条第３項

平成３１年３月２７日、監査を実施した結果、１件の違反が認められた。
（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８
条第１項）

6

平成３１年３月２７日 東亜交通株式会社
（法人番号９３７０００１００１９８４）
代表者　柴山　隆

宮城県仙台市太
白区八木山弥生
町１番地３５号

本社営業所 宮城県仙台市太
白区八木山弥生
町１番地１４５号

文書警告 道路運送法
第２７条第３項

平成３１年３月２７日、監査を実施した結果、１件の違反が認められた。
（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８
条第１項）

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について



7

平成３１年３月２７日 愛子タクシー株式会社
（法人番号８３７０００１０１２５６１）
代表者　大岩　孝一

宮城県仙台市青
葉区上愛子字二
岩８７－１

本社営業所 宮城県仙台市青
葉区上愛子字二
岩８７－１

文書警告 道路運送法
第２７条第３項

平成３１年３月２７日、監査を実施した結果、１件の違反が認められた。
（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８
条第１項）

8

平成３１年３月２７日 ２５２５タクシー株式会社
（法人番号５３７０００１０１３７３６）
代表者　佐藤　恵美

宮城県仙台市宮
城野区仙台港北
２丁目１番地の
２

泉営業所 宮城県仙台市泉
区松森字台５１
－１

文書警告 道路運送法
第２７条第３項

平成３１年３月２７日、監査を実施した結果、１件の違反が認められた。
（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８
条第１項）

9

平成３１年３月２７日 有限会社秋保交通
（法人番号４３７０００２０１７３９８）
代表者　青野　邦彦

宮城県仙台市太
白区秋保町湯元
字枇杷原１１番
地５の１

秋保営業所 宮城県仙台市太
白区秋保町湯元
字枇杷原１１番
地５の１

文書警告 道路運送法
第２７条第３項

平成３１年３月２７日、監査を実施した結果、１件の違反が認められた。
（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８
条第１項）

10

平成３１年３月２９日 有限会社泊観光タクシー
（法人番号３４２０００２０１８７９６）
代表者　目代　正光

青森県上北郡
六ヶ所村大字泊
字村ノ内８１番
地１号

本社営業所 青森県上北郡
六ヶ所村大字泊
字村ノ内８１－１

文書警告 道路運送法
第２７条第３項

平成３０年２月８日、監査を実施した結果、７件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運
輸規則」）第２１条第１項
（２）健康状態の把握義務違反（運輸規則第２１条第５項）
（３）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項、第２項）
（４）点呼の記録義務違反（運輸規則第２４条第５項）
（５）運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第１項）
（６）高齢運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第２項）
（７）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）


